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令和６年度
処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

賃金改善実績報告書
作成手順について

1

要確認



１ 各加算の概要
昨年度、処遇改善等加算の認定を受けた施設については、実際に支払った給与を用いて、どのように賃金改善を行ったかを報告し

なければなりません。そのため、賃金改善報告書では下記の変更点に留意しつつ、次ページ以降の各ポイントに注意して作成してくだ
さい。

〇新規事由ありの施設
特定加算額分の賃金改善がなされているか、否か。

〇新規事由なしの施設
賃金水準が維持されているか、否か。

処遇改善等加算Ⅰ 「新規事由あり」の対象となるのは。。。

・新制度移行幼稚園
・新規開所施設
・改善率が18％→19％変更施設

〇研修要件
配分する人全てが研修要件をクリアしているか

〇配分可否職員
配分不可職員（園長・補助金担当など）に配分していないか。

〇配分金額
・ 「Ａ：４万円」 配分者が１人以上いること。
・ 40,001円以上、5,000円未満の配分者がいないこと。
・ 「Ｂ」の認定人数以上に、配分者がいること。

処遇改善等加算Ⅱ

研修要件をクリアしている
人がいない、または不足し
ている場合は、処遇改善
等加算Ⅱは“不適用”とな
り給付している加算額は返
還していただくこととなります。

〇配分方法
２/３以上を毎月決まった手当等で支給。

処遇改善等加算Ⅲ
上記は、あくまで一例です。
その他詳細の要件については、通知および
国の見解に基づきます。



２ 賃金改善実績報告書の作成手順

アプリをクリックし、アクセスしてください。

報告年度分のレコードを開きます。

報告年度の前年度における各施設の決算書から
「前年度の賃金総額」及び「事業主負担額」分の
金額を入力します。

例）令和６年の実績報告書作成時は、令和５
年度の決算書から「賃金総額」などを引用

「編集」ボタンをクリックし、作業を
開始します。

※上記作業終了後、「保存」 ボタンを選択し、保存してください。

「常勤時間」には令和６年４月の
月報の内容を反映しています。
必要に応じて修正してください。



２ 賃金改善実績報告書の作成手順

印刷ボタンをクリックし、エクセ
ル帳票を出力してください。 エクセル内部には手順と記載にあたっ

ての注意事項がメモとして表示・記載
されています。中央上部に記載してい
る通り、手順に従って、注意事項を確
認しながら作成してください。

手順① はこちら
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